
港 区 立 図 書 館 条 例 新 旧 対 照 表 

改  正  案 現     行 

  

（ 前 略 ） （ 前 略 ） 

  

（ 名 称 及 び 位 置 ） （ 名 称 及 び 位 置 ） 

第 二 条 （ 略 ） 第 二 条 （ 略 ） 

２ 館 の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お り と す る 。 ２ 館 の 名 称 及 び 位 置 は 、 次 の と お り と す る 。 

名  称 位  置 

港 区 立 み な と 図 書 館 （ 略 ） 

港 区 立 三 田 図 書 館 東 京 都 港 区 芝 五 丁 目 三 十 六 番 四

号 

港 区 立 麻 布 図 書 館 ～ 港 区 立 港

南 図 書 館 

（ 略 ） 

 

名  称 位  置 

港 区 立 み な と 図 書 館 （ 略 ） 

港 区 立 三 田 図 書 館 東 京 都 港 区 芝 五 丁 目 二 十 八 番 四

号 

港 区 立 麻 布 図 書 館 ～ 港 区 立 港

南 図 書 館 

（ 略 ） 

 

３ （ 略 ） ３ （ 略 ） 

  

（ 中 略 ） （ 中 略 ） 

  

（ 指 定 管 理 者 に よ る 管 理 ） （ 指 定 管 理 者 に よ る 管 理 ） 

第 七 条 委 員 会 は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 。 以 下 第 七 条 委 員 会 は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 六 十 七 号 。 以 下
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「 法 」 と い う 。 ） 第 二 百 四 十 四 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ り 、 法 人 そ

の 他 の 団 体 で あ っ て 委 員 会 が 指 定 す る も の （ 以 下 「 指 定 管 理 者 」 と

い う 。 ） に 、 館 及 び 分 室 の 管 理 運 営 に 関 す る 業 務 の う ち 、 次 に 掲 げ

る も の を 行 わ せ る こ と が で き る 。 

「 法 」 と い う 。 ） 第 二 百 四 十 四 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ り 、 法 人 そ

の 他 の 団 体 で あ っ て 委 員 会 が 指 定 す る も の （ 以 下 「 指 定 管 理 者 」 と

い う 。 ） に 、 館 （ 港 区 立 み な と 図 書 館 を 除 く 。 次 条 及 び 第 十 二 条 に

お い て 同 じ 。 ） 及 び 分 室 の 管 理 運 営 に 関 す る 業 務 の う ち 、 次 に 掲 げ

る も の を 行 わ せ る こ と が で き る 。 

 一 ～ 三 （ 略 ）  一 ～ 三 （ 略 ） 

  

（ 後 略 ） （ 後 略 ） 

  

   付 則  

 こ の 条 例 中 第 七 条 の 改 正 規 定 は 公 布 の 日 か ら 、 第 二 条 第 二 項 の 表 の

改 正 規 定 は 港 区 教 育 委 員 会 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。 

 

  

 

２  


